
＜適時開示体制の概要についての模式図＞

　代表取締役またはその委任を受けた者が
　行い、広報担当部署が管理

（注）１．開示内容によって、TDnetへの登録、当社ウェブサイトへの掲載に加え、適宜、記者会見、資料投函なども行う。

　　　２．情報開示委員会が協議する関連部署とは、会計財務、法務、広報、研究及び生産等を担当する部署をいう。

　　　３．経営会議とは、取締役会に次ぐ重要事項についての審議機関である。

子会社担当の当社役職員

情報開示委員会
重要な会社情報について、関連部署（注2）と協議のうえ、適時開示情報に該当するか否かの判断を東京証券取引所の有
価証券上場規程に従って行い、代表取締役 社長執行役員の承認を得て、その公表の内容、時期及び方法について決定

情報開示委員会事務局：重要な会社情報の一元管理

TDnetへの登録による適時開示（注1）

経営会議（注3）：審議

当該重要事実に関する担当役職員
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